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本人名義の預金通帳又はキャッシュカード（一部の金融機関を除く）



　雇用保険の求職者給付を受給するためには、みなさまのお住まいを管轄するハローワークへ、ご
自身で求職申込みなどの手続きをしてください（インターネットで求職申込みが出来ます。求職申
込みを済ませてから来所されますと手続きがスムーズに進みます。詳しくは10ページをご覧くだ
さい）。



65歳以上の被保険者であって短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の方
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（以下の表は令和3年8月1日現在）
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（以下の表は令和3年8月1日現在）

※求職申込みについては事前にインターネットで行うことができます。





★移転費・広域求職活動費について、待期期間が経過した後に就職し、または訓練等を受けることと
なった場合や、求人者と面接等した場合に支給されます。
★「求職者マイページ」（11ページ参照）を通じて求人へ直接応募（オンライン自主応募）する場合は、
ハローワークの紹介には該当しませんのでご注意ください。
★移転費・広域求職活動費について支給を受けるためには、その他要件がありますので、必ずハロー
ワークにご確認ください。

リー・サポート・センター事業、ベビーシッター等



（※）船員であった方については経過措置等あり。

　一定の要件を満たす60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者(※）に、高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給
付金または高年齢再就職給付金）が支給されます。
　高年齢雇用継続基本給付金は、基本手当等（再就職手当等、基本手当を支給したとみなされる給付を含む）の支給を受
けずに再就職した方が対象となる給付金です。再就職後の各月の賃金が60歳到達時の賃金に比べて75％未満である場合
に、支払われた賃金の15％を限度に支給されます。
　高年齢再就職給付金は、離職後、基本手当を受給している方が、支給日数を100日以上残して再就職（１年を超える雇
用見込み）し、再就職後の各月の賃金が基本手当の基準となった賃金日額の30日分と比べて75％未満である場合に、支
払われた賃金の15％を限度に支給されます。なお、再就職手当と同時に受けることはできません。

　離職理由による給付制限を受けた方は、待期の満了後1ヵ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業
者等の紹介で就職された場合のみ再就職手当・就業促進定着手当・就業手当が支給されます。（オン
ライン自主応募は、ハローワークの紹介には該当しません。）

60歳以降に再就職された方には…
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雇用保険の求職者給付を受給するためには、求職申込みを行うことが必要
です。（P2参照）
求職申込み方法は以下の３つです。
①ご自宅のパソコンやスマートフォンなどから登録
②ハローワーク内に設置されたパソコンで仮登録
③ハローワークにて「求職申込書」（紙）に記入

インターネットで求職申込みができます︕

「求職申込み」の方法

「求職申込み（ご自宅のパソコンなどから登録）」手続きの流れ

自宅のパソコンなどからハローワークインターネットサービス（下のQRコード）にアクセスし、利用規
約などに同意し、求職者マイページアカウント（メールアドレスおよびパスワード）登録を行う。

【ハローワークインターネットサービスＵＲＬ】
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html

オンライン上の求職登録完了
※求人情報の検索やオンライン自主応募など、求職者マイページを通じた自主的な就職活動が可能です。
※雇用保険の求職者給付を受給するためにはハローワークへ来所する必要があります。

ハローワーク利用の登録完了
●求人情報の提供や職業紹介、応募書類の作成、面接のアドバイスなどのハローワークが実施する様々な
就職支援を受けることができます。

ハローワークに出向き、職業相談等を行う
※職員が求職登録情報の確認などを行い、ハローワーク利用の登録手続きを行います。

求職情報を登録し求職者マイページを開設する。（アカウント登録完了後14日以内におこなってください。）

ハローワークの就職支援サービス

◆求職活動の進め方や求人の検索方法などのアドバイス
◆希望条件に合致する求人の検索などの職業相談
◆応募書類の作成支援や、面接に向けた準備への支援
◆就職のための各種支援セミナーの実施

どな介紹ごに所業事人求るす募応◆

ハローワークでの
手続きがスムーズに
なります。



「求職者マイページ」を開設するとご自宅のパソコンやタブレット、スマー
トフォンから、以下のサービスをご利用いただくことができます。
お仕事探しがより便利になりますので、求職者マイページを是非ご活用くだ
さい。

＜留意事項＞
●「求職者マイページ」は、ハローワークおよびハローワークインターネットサービスを利用して

就職活動を行うことを希望する方を対象に、求人情報の検索・閲覧など仕事探しに必要なサービス
を提供するものです。

●「求職者マイページ」を開設するには、求職登録が必要です。求職登録が無効となった場合は、
一部のサービスが利用できなくなります。

●「求職者マイページ」を開設するには、ログインアカウントとして使用するメールアドレス
（パソコン、スマートフォン等）が必要です。

●「求職者マイページ」を開設するには、利用規約およびプライバシーポリシーに同意していただく
必要があります。

●「求職者マイページ」に関する詳しい説明はハローワークインターネットサービスに掲載して
おりますので、ご確認お願いします。

【ハローワークインターネットサービスＵＲＬ】
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html

求職者マイページのご案内

求人の検索条件
の保存

お気に入り求人
の保存

求職条件の確認
や変更

ハローワーク
受付票の表示

オンライン自主応募
ハローワークインターネットサービスに掲載されている「オンライ
ン自主応募受付可」の求人に直接応募できます。
※オンライン自主応募はハローワークの紹介には当たりません。

※再就職手当等、ハローワークの紹介であることが支給要件であ
る場合には支給されません。

応募先の担当者と
メッセージの送受信

※応募先が求人者
マイページを開設して
いる場合に限ります。

ハローワークから
求人情報や

お知らせの受信
※ハローワーク利用の

登録が必要です。

「求職者マイページ」でできること

求職活動状況の
確認
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